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 埼玉県男女共同参画推進センター(愛称:With You さいたま)は男女共同参画社会づくり

の総合的な拠点施設です。男女共同参画社会の実現に向けた県の施策を実施するとともに、

県民の活動や市町村の男女共同参画の取組を支援することを目的としています。 

  

******************************************************************************** 

Ⅰ 平成２７年度の重点的取組 

１ 男女共同参画推進のためのキーパーソンの育成 

 本県における男女共同参画を推進するためのキーパーソンとなる人材を育成するととも

に、そのネットワークを広げることでさらに活躍の場が広がるよう支援します。 

（１）男女共同参画推進の新たなキーパーソンの育成 

（２）政策提言に関わる人、関わろうとする人の人材育成とネットワーク化の支援 

 

２ 女性のさまざまなチャレンジの支援 

 それぞれの女性が意欲と能力を生かし、自身が希望するような社会参画ができるよう、

幅広いチャレンジを支援します。 

また、シングルマザーや若年無業女性・ＤＶ被害者など、困難な状況にある女性が働き

方や社会との接点の持ち方について考え、一歩前に進めるような支援をします。 

（１）公募型共催事業の実施 

（２）困難を抱える女性の支援の強化 

 

********************************************************************************                                        

Ⅱ 事業の概要 

１ 情報収集・提供事業 

 男女共同参画社会づくりに関する図書や資料（埼玉県

をはじめ、国連、国、他都道府県、県内市町村、団体・

グループ等）を収集し提供します。 

 

 ■ホームページの充実 

  平成 26年 12月にホームページのリニューアルを 

 実施。さらにわかりやすい情報発信を目指す。 

 ■情報ライブラリー（図書室）の運営 

  ・講座の内容とリンクした企画展を実施 

 ■広報紙「With Youさいたま」の発行  

・年 3回（7月、11月、3月）  

 ■ 男女共同参画パネル作成及び貸出 

  ・市町村や団体に貸出  

  

埼玉県男女共同参画推進センター（With You さいたま） 

平成２７年度実施予定事業の概要 
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２ 相談事業 

 電話、面接、インターネットによる相談を行い、相談者一人ひとりの考え方や生き方を

尊重しながら解決に向けて相談者と一緒に考えます。  

相談事業 内   容 ※実施日は変更する場合もあり 

 電話相談 

  相談専用電話により、相談員が対応する。匿名も可。 

 ・相談専用電話：048-600-3800 

 ・相談時間：月曜日から土曜日 10:00～20:30 

     （祝日・第3木曜日・年末年始を除く） 

 男性のための男性相談員による電話相談（男性相談専用電話） 

 ・男性相談専用電話：048-601-2175 

 ・相談日 毎月第４日曜日 11:00～15:00 

     （平成２７年６月のみ第３日曜日）       

 面接相談 
 電話相談後、必要に応じて実施。相談員との対面相談 

 実施日時は、必要に応じ指定する。 

 専門相談 

・法律相談 弁護士による法律相談 

    第２木曜日／18:00～21:00、第４火曜日／13:00～16:00 

・カウンセリング DV及び性暴力の被害者に対しカウンセラーが 

実施する。 

    第１木曜日、第３・４月曜日／13:00～16:00 

 インター 

 ネット相談 

 インターネットを利用して、With You さいたま ホームページから

の相談。２４時間受付。パソコンからのアクセスのみ可。 

 グループ 

 相談 

 DV被害者を対象としたカフェ形式の相談会。講座や、グループでの

交流を通し、心のケアと自立の促進を図る。実施日は年度ごとに定め

る。２７年度８月、１２月実施。 

 その他 
 配偶者暴力相談支援センター業務（一時保護を除く）、ＤＶ防止啓発

事業（ＤＶ防止フォーラム開催）等 

 

 ■ＤＶ被害者支援 (配偶者暴力相談支援センター機能) 

 ■デートＤＶ相談対応 

  教職員等からの相談にも応じています。 

 ■広報・意識啓発 

・県内相談窓口ガイドや名刺サイズのカードの作成 

・ＤＶ防止フォーラムの開催（平成 27年 11月 8日） 

 特定非営利活動法人 BONDプロジェクト 橘ジュン氏による講演 

 「（仮題）10代 20代の生きづらさを抱える女の子のための女性による支援」 

 Wen-Do(うぇんどう) Japan 福多 唯氏による講演及び実演 

 「（仮題）女性のための暴力からの護身術」 

・性暴力対策セミナーの開催（平成 27年 8月 27日）※さいたま市と共催  

 女子高生サポートセンターColabo(コラボ)主宰 仁藤夢乃氏による講演 

・パープルリボンキャンペーンの実施 パープルリボンをモチーフにしたタペストリ

ーの製作。15市町と With You さいたまでの巡回展示 
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３ 学習・研修事業 

 ライフステージに応じた男女共同参画の課題解決に役立つ講座やイベントを開催します。

男性にとっての男女共同参画の視点も取り入れていきます。 

  

 ■男女共同参画週間講演会の開催 (6月 28日(日)14時) 

  「無頼化した女たち～不確定な社会を生きる女子たちへ」 

   講師：水無田 気流（みなした きりう）氏 （社会学者・詩人） 

生き方が多様化するなか、従来のレールとは異なる生き方をしている多くの人たち

は今、生きづらさを感じながら暮らしています。そうした社会の現状とそこから抜

け出すための希望についてお話しいただきます。 

 ■市町村職員研修 

   ・第 1回 4月 21日（火） 初任者研修 

    講義「男女共同参画関連施策の動向」及び参加者間の意見交換 

    講師 皆川 満寿美氏（東京大学社会科学研究所 特任研究員）、 

  ・第 2回 6月 25日(木）（ウェスタ川越）／7 月  9 日(木）（With You さいたま） 

  内容 講義「女性の参画がなぜ地域活性化に必要なのか」 

         講師:岡村 清子氏 (埼玉県男女共同参画審議会会長) 

          市町村等からの事例発表 

        審議会委員などで活躍されている方から、委員になるまでの道のり

や活動内容を伺います。 

・第 3回 7月 13日(月） 

     講義「女性の社会参画のススメ方～国際的視点から」及び意見交換 

     講師 三浦まり氏（上智大学法学部教授）  

 ・市町村相談事例への対応研修 １０回 

■県民対象講座の開催 

 様々な分野と『女性』との関連性を取り上げ、その現状と課題について専門家からお

話を聞くとともに、参加者との意見交換を通して今後の関わり方について学びます。 

  ・「スポーツと女性」時期未定 

  ・「障害と女性」12月 2日（水）、12日（土）（全 2回） 

    ・「（仮題）女性のための政策塾」10月～2月（全 3回） 

 ■メンズプロジェクトの実施 

 男性に関する課題をテーマに講演会を実施予定（全 2回） 

  ・藻谷 浩介（もたに こうすけ）氏 講演会 3月 12日（土） 

 （日本総合研究所調査部主席研究員） 

■男女共同参画の研修・学習会（出前セミナー及び With You さいたまでの研修） 

  市町村、自治会や民生委員などの各種団体などに対し、男女共同参画関連の講座の講 

師を派遣。With You さいたまの施設を使った研修プログラムを提供します。 

  また、ジェンダー問題を理解する人材を育成するため、大学（特に医療や福祉、教育

学、心理学について学ぶ学生）の実習を積極的に受け入れています。 

  ■小児医療センター（28年度にさいたま新都心に移転）との共催講座 

  小児医療センターの機能や役割、専門的な医療知識等の紹介を行う県民講座。 

  ・7月 10日（金） 女性のための医療セミナー ～遺伝って なに？～ 
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４ 自主活動・交流支援事業 

 活動の発表や交流のための場を提供し、男女共同参画社会づくりに取り組む団体・グル

ープの活動やネットワークづくりを応援します。  

 

 ■With Youさいたまフェスティバルの開催 （平成 28年 2月 6日(土)～7日(日)） 

 ■東日本大震災による県内避難者の交流会  

・さいがい・つながりカフェ 

「さいがい・つながりカフェ実行委員会」との共催（毎月第 2、4木曜日） 

 ■活動拠点の提供 

  県内各地の女性団体の核となることが期待される女性団体に１室を活動拠点として提 

 供します。 

 

５ 女性チャレンジ支援事業 

 女性が、いつでも、どこでも、何度でもチャレンジできるよう、女性チャレンジ支援事

業を推進します。 

特に、生きづらさ、働きづらさに悩む若年無業女性や経済的に困難な状況にある女性の

経済的自立・就労につながる講座を実施します。 

また、女性の社会参画に向けたさまざまな分野におけるチャレンジを総合的に支援する

ため、幅広い機関等と連携して、情報のワンストップ化やネットワーク（女性チャレンジ

総合支援ネットワーク）の拡大を図ります。  

 ■若年無業女性のチャレンジ支援 

  ・グループ相談会 

  年 10回（一部は市町村に出前で実施）／6月から毎月 1回 水曜日 

 ■経済的に困難な状況にある女性のチャレンジ支援 

  ・しごと準備講座（パソコン講座＋事業所体験） 

 年２回／第一期 6 ～ 7月から、第二期 10月から 

  ・ＤＶ被害者自立支援セミナー（年 22回） 

・シングルマザー対象 グループ相談会  

年 10回（一部は市町村に出前で実施）／6月から毎月１回 日曜日 

 ■理工系セミナーの開催 

  ・理工系への進路選択のきっかけづくりを目指した、女子児童対象のセミナー（8月

予定） 

 ■公募型共催事業の実施 

  ・公募による企画提案により事業を募集し、共催事業を実施 

・年間 30事業を予定 

 ■女性チャレンジ総合支援ネットワーク連携強化 

  ・加入団体：118団体（平成 27年 3月末日現在） 

  ・女性チャレンジ総合支援ネットワーク連携会議の開催（8月予定） 

 

 


